
現在募集中の奨学金制度について（８月１０日現在） 

現在応募可能な奨学金制度は以下の通りです。応募条件を確認し、希望される場合はお子様を通じて奨学金担当 

（総務部：原）まで直接申込をしてください。詳しい内容について（必要書類、採用までの流れ等）説明をします。 

予約貸付の募集について（１，２年生） 

①令和４年度 母子父子寡婦福祉資金 修学資金 

○応募条件 

 ①学校教育法に基づく高等学校、高等専門学校、専修学校、短期大学、大学及び大学院に修学を希望する児童を扶養している母子 

家庭の母又は父子家庭の父 

   ②上記学校に修学を希望する父母のいない児童 

   ③上記学校に修学を希望する子（孫等を含む）を扶養している寡婦 

     ＊他の奨学金（島根県育英会等）との併給が不可の場合あり。また、高等教育の修学支援新制度による奨学金・授業料減免等に

ついては、貸付限度額より給付額・減免額を控除した範囲で併給が可能。 

○貸与内容 

①貸与限度額   自宅通学・・・月額 27,000円（無利子） ／ 自宅外通学・・・月額 34,500円（無利子） 

 

予約貸付の募集について（３年生） 

②令和４年度 母子父子寡婦福祉資金 修学資金 

○応募条件 

 上記修学資金（１，２年生）の対象者に同じ 

○貸付内容 

貸付限度額   （進学先の学校あるいは通学方法によって異なる。大学、短期大学、専修学校での利用可） 

例）大学（国公立）自宅通学・・・月額 71,000円 ／ 自宅外通学・・・月額 108,500円 

       （私立）  自宅通学・・・月額 108,500円 ／ 自宅外通学・・・月額 146,000円  （いずれも無利子） 

 

③令和４年度 母子父子寡婦福祉資金 修業資金 

○応募条件 

①厚生労働大臣が定める施設又はそれ以外の施設で知識又は技能の習得を希望する児童を扶養している母子家庭の母又は父子家庭の父 

②上記施設で知識又は技能の習得を希望する父母のいない児童 

③上記施設で知識又は技能の習得を希望する子（孫等を含む）を扶養している寡婦 

○貸付内容 

貸付限度額  月額 68,000円 

＊高校卒業前に自動車運転免許を取得する際の費用も貸付対象となります。詳しくは担当（原）まで。 

 

④令和４年度 母子父子寡婦福祉資金 就学支度資金 

○応募条件 

    ①修学資金の対象者に同じ 

    ②修業資金の対象者のうち、厚生労働大臣が定める施設に修業するもの 

○貸付内容 

貸付限度額   （進学先の学校あるいは通学方法によって異なる） 

例）大学・短大・高等専門学校・専修学校（国公立）自宅通学・・・410,000円 ／ 自宅外通学・・・420,000円 

                          （私立）  自宅通学・・・580,000円 ／ 自宅外通学・・・590,000円   

 修業施設   自宅通所・・・272,000円 ／ 自宅外通所・・・282,000円 

 

 

 

 

 

 

①～④の貸付制度すべてについて、予約貸付申請期間は令和 3年 8月から令和 4年 2月 28日（月）まで 

＊問い合わせ、申込先は、居住地の各市町村役場 福祉事務所です。学校からの申込ではありません。 

  安来市の場合・・・福祉課 0854-23-3295 

   松江市の場合・・・子育て支援課  0852-55-5326 

  その他の市町村については担当（原）まで。 

 

【奨学金に関するお問い合わせ】 

総務部 担当：原 

TEL: 0854-23-2700（代表） 


